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本要項は、宇治市指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成17年宇治市条例第19号）

に基づき、宇治市天ケ瀬墓地公園（以下「墓地公園」という。）及び宇治市斎場（以下「斎

場」という。）の管理運営を行う指定管理者の募集にあたり、以下のとおり必要な事項を定

めるものです。 

 

１．施設の概要 

■墓地公園 

（１）施設の目的 

 公園と一体となった墓地を設け、緑に包まれた憩いと安らぎの場を提供することにより、市

民福祉の向上に寄与するために開設しました。 

（２）施設の概要  

名   称：宇治市天ケ瀬墓地公園 

所 在 地：宇治市宇治金井戸7番地の44ほか 

開  園：平成4年（合葬式墓地は令和3年開設） 

敷地面積：57,656㎡ 

主な施設：墓所（一般墓所）、合葬式墓地、駐車場、管理事務所、休憩所、トイレ、 

和風庭園、芝生広場 等 

■斎場 

（１）施設の目的   

 市民の火葬、葬儀等の利便に供するために開設しました。 

（２）施設の概要  

名   称：宇治市斎場 

所 在 地：宇治市宇治金井戸7番地の37 

開  館：昭和59年 

敷地面積：13,656.95㎡ 

構  造：鉄筋コンクリート平屋建 

延床面積：2,455.92㎡ 

 主な施設：火葬棟、待合棟、葬祭棟、駐車場 等 

 

２．指定期間 

令和7年4月1日から令和12年3月31日まで（5年間） 

 

３．指定管理者が行う業務の範囲 

指定管理者が行う業務については、別添の「宇治市天ケ瀬墓地公園・宇治市斎場指定管理業

務仕様書」（以下「仕様書」という。）を熟読してください。提案による業務については、利用

者の視点に立った内容であるか等を十分検討し、かつ施設の設置目的に合致した方法を、実現

可能な範囲で具体的に示してください。 
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■墓地公園 

（１）指定管理業務 

指定管理業務の主なものは次のとおりで、施設の利用、維持、保全及び運営に係る包括的な

管理を行ってください。 

 ①施設の運営に関する業務 

②施設の維持管理に関する業務 

 ③各種申請等の受付、内容確認に関する業務 

 ④墓地台帳の管理等に関する業務 

 ⑤利用者による相談、利用者への情報提供等に関する業務 

（２）自主事業 

自主事業とは、指定管理者が墓地公園において自らの責任において行う事業です。この事業

は指定管理業務に含まれないため、指定管理料を充てることはできません。 

指定管理業務と自主事業は、それぞれ区分して経理してください。 

自主事業を行う場合は、事業計画書に記載してください。また、自主事業の実施に当たって

は、あらかじめ市と協議してその承諾を受けてください。 

 

■斎場 

（１）指定管理業務 

指定管理業務の主なものは次のとおりで、施設の利用、維持、保全及び運営に係る包括的な

管理を行ってください。 

 ①施設の運営に関する業務 

②施設の維持管理に関する業務 

 ③利用者及び葬祭事業者等への情報提供等に関する業務 

（２）使用料徴収事務 

使用料徴収事務とは、施設の使用許可を受けた者が納付を行なう使用料（利用料金とするも

のを除く）の徴収に関する業務です。 

地方自治法第 243条の 2の規定に基づいて指定管理者に使用料徴収事務の委託を行いますの

で、別途、使用料徴収事務委託契約を締結のうえ、指定管理業務及び自主事業とは別に、使用

料の徴収に関する業務を行ってください。なお、使用料の徴収に関する業務に必要な経費は、

指定管理料に含まれるものとします。 

（３）自主事業 

自主事業とは、指定管理者が斎場において自らの責任において行う事業です。この事業は指

定管理業務に含まれないため、指定管理料及び利用料金収入を充てることはできません。 

指定管理業務と自主事業は、それぞれ区分して経理してください。 

自主事業を行う場合は、事業計画書に記載してください。また、自主事業の実施に当たって

は、あらかじめ市と協議してその承諾を受けてください。 
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４．リスク分担 

指定管理業務に関するリスク分担は、市と指定管理者で締結する協定に定めるものとしま

すが、仕様書にその考え方を示します。 

 

５．基準価格等に関する事項 

指定管理料の基本的な考え方は次の式のとおりです。 

指定管理料＝管理運営経費－利用料金収入－自主事業の利益の一部（※） 

※自主事業の利益の一部を管理運営経費に充てることも可能です。 

この考え方及び以下に示す内容に則り、墓地公園・斎場それぞれについて指定管理料を「基

準価格」の範囲内で提案してください。 

※提案価格が基準価格を超える場合は、失格となります。 

※指定期間内において消費税率の変更があった場合は、年度協定時に考慮します。 

■墓地公園 

 墓地公園の運営においては利用料金制度の適用はしません。 

 指定管理料を「基準価格」の範囲内で提案してください。 

 基準価格（5年総額・消費税を含む） 1億2,900万円 

■斎場 

斎場の運営に当たっては利用料金制度を適用し、利用料金収入は指定管理者の収入としま

す。管理運営経費から利用料金収入等を差し引いた指定管理料を「基準価格」の範囲内で提

案してください。 

基準価格（5年総額・消費税を含む） 3億6,500万円 

 

６．経理及び経費等に関する事項 

（１）利用料金制度 

斎場では利用料金制度を適用します。 

（詳細は仕様書を参照） 

（２）修繕費 

修繕とは、建物や建物設備の劣化や損傷部分、あるいは性能を実用上、支障のない範囲まで

回復させることをいいます。また、施設の機能を向上させる目的での小規模な改修・改善・改

装に関しても修繕に含むこととします。１件の金額が 50 万円（消費税を含む）未満の修繕に

ついては指定管理者が行うこととし、１件の金額が 50 万円（消費税を含む）以上のものにつ

いては、必要に応じて市が行うこととします。なお、指定管理者の管理瑕疵に基づく破損等に

ついては、指定管理者の費用により修繕又は更新を行うこととします。 

修繕費の基準額は墓地公園 56万円／年、斎場 350万円／年の合計で 406万円／年とします

ので、指定管理料に含めて提案して下さい。各年度の修繕に要した額が基準額の上下５％を

超える額については、各年度において精算することとします。なお、５％を超える増額とな

る見込みになった場合には、速やかに市と協議が必要です。 
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（３） 燃料費 

 斎場の火葬業務における燃料費（灯油）については、現在の指定管理期間（令和 2年度から

令和 6年度）の基準額である 1,200万円／年に、この間の灯油代の上昇等を加味した額である

1,400 万円／年を基準額としますので、指定管理料に含めて提案してください。各年度におい

ての燃料費が基準額を超える額または基準額未満の額については、各年度において精算するこ

ととします。 

（４） 経費の支払い 

指定管理料は、会計年度ごとに支払うものとし、支払い時期や方法等は協定で定めること

とします。なお、指定管理料は原則精算しません（修繕費、燃料費及び仕様書で定めるリス

ク分担表に示す協議項目を除く）。 

（５）指定管理料の管理 

経費は、団体自体の口座とは別の口座で管理してください。 

また、指定管理事業と自主事業は区分して経理を行ってください。 

（６）市が支払う指定管理料を充てることができる経費 

指定管理料は、人件費、事務費、管理費（光熱水費、施設管理費等）等、施設等の管理運

営に必要な経費を充てることができます。 

※自主事業を実施する場合、市はこれらに係る経費を負担しません。収支計画書に当たっ

ては、仕様書に提示する業務についてのみ経費を計上してください。 

 

７．申請者資格 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する者に該当し

ない者であること。 

（２）宇治市競争入札等参加資格の停止に関する要領に基づく指名停止期間中の者でないこ

と。 

（３）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の規定による指定の

取り消しを受けたことがない者（市の取り消しに限定しません。） 

（４）会社更生法（平成１４年１２月１３日法律第１５４号）第１７条又は民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による更生手続又は再生手続の開始の申立が

なされた場合は、更生手続の開始決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７９号）第２条第

２号に規定する暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）もしくは

暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制下にある団体でないこ

と。 

（６）政治団体（政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条に規定する政治団体

及びこれに類する団体）でないこと。 

（７）宗教団体（宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第２条に規定する宗教団体及び

これに類する団体）でないこと。 
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（８）市における指定管理者の指定において、その公正な手続を妨げる者又は公正な価格の

成立を害し、もしくは不正の利益を得るために連合する者でないこと。 

（９）地方自治法第９２条の２及び第１４２条、第１６６条第２項、第１８０条の５第６項

の兼業禁止規定に抵触しない者であること。 

（１０）住民税（都道府県民税及び市町村民税）、法人税、消費税及び地方消費税を滞納し

ていないこと。 

（１１）指定期間中、指定管理施設の管理運営を円滑かつ安定して実施できる法人その他の

団体であること。団体の場合、法人格は必ずしも必要ありませんが、個人は申請するこ

とはできません。複数の法人その他の団体により構成される共同体（以下「共同体」と

いう。）による申請については、本要項「３指定管理者が行う業務の範囲」が単独の法

人その他の団体で担えない場合、共同体で申請することができます。その場合には、申

請時に共同体を結成し、代表となる法人その他の団体を定めるものとします（他の法人

その他の団体は構成団体とする）。 

（１２）法人その他の団体（共同体の場合は、構成するすべての法人その他の団体）が、申

請時において設立から１年以上が経過しており、かつ活動の実績があること。 

（１３）申請者は、次に掲げる実績を満たすこと。 

①過去５年以内に、今回募集する墓地公園及び斎場の類似施設において、指定管理者とし

て管理運営を行った実績を有すること。（受付・案内等の管理業務、施設の維持管理及び

点検業務、施設設備の保守管理業務、施設の管理運営業務、施設の安全管理業務、事業計

画書・報告書の作成等の管理運営又はそれらに準ずる管理運営業務の実績を有するこ

と。） 

②共同体として申請する場合においては、①の実績を有する法人その他の団体が構成団体

に含まれていること。なお、①の実績を有する法人その他の団体が中核となって、施設の

運営管理業務、施設の安全管理業務等を行うこと。 

 

８．申請に関する事項 

（１）募集要項・仕様書等の配布 

令和6年7月25日（木）より市ホームページに掲載します。また、宇治市環境企画課におい

て配布します。 

（２）現地見学会 

 現地見学会を次のとおり実施します。 

現地見学会開催日：令和6年8月5日（月） 

集合場所と時間：斎場駐車場 

        午前10時に集合してください。 

        見学会は1時間から1時間半程度を予定しています。 

 参加希望の場合は、令和6年8月1日（木）午後5時までに「法人その他の団体の名称」、

「担当者の職・氏名・連絡先」及び「参加人数」を環境企画課までご連絡ください。 
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参加人数については「一の法人その他の団体」につき3名までとしてください。 

なお、現地見学会において質疑応答は行いません。質疑がある場合は、次の（３）募集要

項に関する質問書の受付・回答の手続きにより質問書を提出してください。 

（３）募集要項・仕様書等に関する質問書の受付・回答 

①受付方法 

質問書（書式１）に記入の上、直接持参、郵送等、Eメールのいずれかで提出してくださ

い。なお、郵送等及びEメールでの提出の場合はあわせて電話で連絡し、到着を確認してく

ださい。 

②受付期間 

持参の場合は令和6年8月19日（月）までとします。 

なお、市役所開庁日の午前8時30分から午後5時に限ります（正午から午後1時を除く）。 

郵送等及びEメールの場合は令和6年8月19日（月）午後5時必着とします。 

③提出先 

 〒611-8501 

宇治市宇治琵琶33 

宇治市人権環境部環境企画課 

Eメール kankyoukikakuka@city.uji.kyoto.jp 

④質問書への回答 

令和6年9月2日（月）を目途に市ホームページに掲載します。 

なお、本指定管理業務に関係しないと判断される質問等には回答はしません。また、質

問者への個別回答はしません。 

（４）申請書等の提出 

①提出方法 

直接持参又は郵送等により提出してください。郵送等の場合は、簡易書留等の記録が残

るものにより提出してください。なお、遅配等については一切考慮しません。 

②提出期間 

持参の場合は令和6年9月17日（火）までとします。 

なお、市役所開庁日の午前8時30分から午後5時に限ります（正午から午後1時を除く）。 

郵送等の場合は令和6年9月17日（火）午後5時必着とします。 

③提出先 

 〒611-8501 

宇治市宇治琵琶33 

宇治市人権環境部環境企画課 

④提出部数 

以下に掲げる申請書類を各正本1部・写し10部（写しは申請書及びアからエまで）の計11

部。 

紙媒体で上記の部数を提出するとともに、電子データとしてMicrosoft Word、Microsoft 
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Excel又はPDFで記録したものを、光ディスクもしくはUSBメモリーで提出してください。ま

た、紙媒体の申請書類は冊子化したものとし、ページ番号を付番してください。 

なお、冊子は原則としてA4サイズ（長辺綴じ）とし、パンフレット等A4サイズで提出す

ることが困難な書類については、外三つ折りを行うなど、A4サイズの冊子となるようにし

てください。 

⑤申請書類 

法人その他の団体であって、本要項により指定管理者の指定を受けようとする場合は、

宇治市指定管理者指定申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、提出してく

ださい。（提出された書類等は、公募の結果に関わらず返却しません。） 

（ア）指定管理者事業計画書（書式２） 

   墓地公園もしくは斎場のいずれかに限定する内容については、それがわかるように

記載してください。 

（イ）指定管理業務収支計画書（書式３） 

墓地公園と斎場のそれぞれで記載してください。 

（ウ）法人その他の団体概要書（書式４） 

（エ）類似施設の業務実績（書式５） 

  類似施設の管理実績を証明することができる書類（指定管理者指定通知の写し等） 

（オ）申請者資格を有している団体であることを証する書類 

ａ．法人格を有している場合 

法人の定款又は寄附行為その他これらに類する書類の写し及び登記簿の謄本 

ｂ．法人格を有していない場合 

団体の規約、構成員名簿、団体の活動状況を示している書類（構成員向けの広報紙

やお知らせ文書、団体の活動を紹介している新聞記事のコピーなどの当該事業年度分

及び前事業年度分） 

ｃ．共同体の場合 

ａ・ｂに掲げるもののほか、共同体構成員届、共同体協定書の写し（原本認証した

もの）、共同体委任状 

（カ）団体の経営状況を説明する書類  

ａ．法人格を有している場合  

当該団体の前事業年度の貸借対照表、損益計算書、利益処分に関する書類及び財産

目録（直近３事業年（設立して３事業年未満の場合は、経過年数分）） 

ｂ．法人格を有していない場合  

宇治市指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び過去

３年間の収支決算書 

（キ）暴力団員等の排除に係る調査承諾書（書式６）  

（ク）宇治市市税確認承諾書（書式７）  

（ケ）住民税（都道府県民税及び市町村民税）、法人税、消費税及び地方消費税の納税証
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明書  

ａ．所在地（納税地）を所轄する自治体及び税務署において請求してください。  

ｂ．納税義務がない場合は、その旨を任意様式に記載して提出してください。  

（コ）指定管理者の資格に関する申立書（書式８）  

（サ）ＩＳＯ１４００１等を取得している者は登録証の写し 

⑦申請書等の取扱い 

申請者の提出する申請書類の著作権は申請者に帰属しますが、申請書類については公文

書となるため、情報公開請求の対象となります。なお、本件において公表する場合、市が

必要と認めるときには、市は申請書類の全部又は一部を無償で使用できるものとします。

なお、申請書類の一部または全部を市が公表する場合は、申請者と協議のうえ、公表内容

を決定することとします。 

⑧証明書類 

証明書類は、証明年月日が申請書提出時において、３ヶ月以内のもので、それぞれ発行

官公署の定めた様式によるものを使用することとします。なお、複写機による写しでも差

支えありません。 

 ⑨接触の禁止 

選定委員その他本件の関係者に対して、本件提案に関する接触を禁じます。接触の事実

が認められた場合には申請を無効とすることがあります。 

（５）申請内容の変更 

提出書類は、提出期間内に限り、修正及び書類の追加を行うことができます。 

（６）申請に関する留意事項 

①申請無効となる場合 

次のいずれかに該当する場合は、申請を無効とします。 

（ア） 申請者の資格要件を満たさない者が申請したとき 

（イ） 提出書類が不足しているとき 

（ウ） 提出書類が募集要項に従い記載されていないとき 

（エ） 提出書類の提出方法、提出先、提出期限に適合しないとき 

（オ） 申請手続において不正な行為があったとき 

（カ） 提出書類に記載すべき事項以外の内容が記載されているとき 

（キ） 虚偽の内容が記載されているとき 

（ク） 2通以上の申請書類（複数の提案）を提出したとき 

（ケ） その他募集要項に定める条件に違反したとき 

②追加提出書類の提出 

市が必要と認める場合には、資料又は証明書類その他追加の提出書類を求める場合があ

ります。 

③申請後の辞退 

申請書等提出後に申請を辞退する場合は書面(様式自由)により市に申し出てください。 



 

9 

④経費負担 

申請に関して必要となる経費は、申請者の負担とします。 

 

９．選定に関する事項 

（１）選定方法 

①候補者の選定 

宇治市指定管理者候補者選定委員会において、申請者からのヒアリング及び書類審査に

より内容の審査を行います。 

ヒアリングの詳細は、申請者に別途お知らせします。 

ヒアリング日時：令和 6年 10月 1日～令和 6年 10月 20日ごろ 

ヒアリング場所：宇治市役所 

その他：参加人数は 4人以内としてください。 

申請書類にない新たな提案はできません。 

ヒアリング日時時点で総括責任者となる見込みの職員は必ず出席して下さい（や

むを得ない事由で出席できない場合は事前に連絡をしてください）。なお、総括

責任者の役割等については仕様書の職員等の配置の項に記載しています。 

②選定結果の通知及び公表 

選定結果は、申請者に宇治市指定管理者候補者選定結果通知書にて通知します。 

また、選定の結果は、市ホームページに掲載等の方法により公表します。 

（２）審査の基準及び配点 

①事業計画等の評価【１００点】 

（Ａ）市民による施設の利用について不当な差別的取扱いがないよう適切な管理を行うこ

とができること。【１０点】 

（Ｂ）施設の設置目的を達成するために適切な管理を行うことができること。【３０点】 

（Ｃ）市が施設を管理する場合と比較して市民の利便性を低下させないよう適切な管理を

行うことができること。【２０点】 

（Ｄ）市が施設を管理する場合と比較して低額の費用で管理を行うことができること。

【１０点】 

（Ｅ）事業計画に沿った施設の管理を安定して行う能力を有すること。【３０点】 

②管理運営経費の評価【２０点】  

最も低い提案額を提案した申請者を満点の評価とし、２位以下の提案額についてはその

提案額に応じて以下の計算式を用いて点数を補正し評価点を算出する。(小数点以下第３位

四捨五入) 

＜計算式＞ 

（最も低い提案額）÷（当該提案額）×配点（２０点）＝管理運営経費の評価点 
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（３） 評価項目（予定） 

選定の基準 評価項目（数字は、事業計画書項目番号） 配点 

（Ａ） 

施設の平等利用の確保 

・施設の平等利用を確保するための考え方について（ｂ）  

・個人情報保護及び情報公開について（ｃ）  

・情報発信について（ｈ）  

10 

（Ｂ） 

施設の設置目的適合性及

び管理水準の確保 

・施設の管理運営に関する基本方針について（ａ）  

・地域や周辺施設との連携及び関係維持への配慮について（ｅ）                                     

・環境への配慮について（ｊ）  

・地元団体との連携や市内事業者の育成について（ｎ）  

・地元雇用や障害者雇用の考え方について（ｏ）  

30 

（Ｃ） 

利用者に対するサービス

水準の確保 

・利用促進及び有料施設の運営について（ｄ）  

・市民（利用者）ニーズの把握と市民（利用者）満足度向上の 

取り組みについて（ｆ）  

・自主事業に関する考え方及び事業案について（ｇ）  

・葬祭事業者との情報共有等について（ｐ）  

20 

（Ｄ） 

コスト縮減及び効率的

な管理 

・管理経費設定の妥当性（書式３）  

・収支計画と事業計画との整合性（書式３）  

・費用削減策の具体性・妥当性（書式３）  

10 

（Ｅ） 

安定的な管理能力の確保 

・施設の維持管理の考え方及び手法について（ｉ）  

・安全・安心、緊急時の対応について（ｋ）  

・運営体制及び長期安定的な運営・維持管理のための 

基盤等について（ｌ）  

・再委託を予定する場合の内容及び考え方について（ｍ）  

・類似施設の管理運営実績（書式5）  

・団体の経営状況（添付書類）  

30 

事業計画等の評価合計  100 

管理運営経費の評価 （最も低い提案額）÷（当該提案額）×配点（２０点） 20 

計  120 

 

（４）最低基準点について 

最低基準点を満点（120点）の６割の 72点とし、これに満たない候補者は選定されませ

ん。 

（５） 指定 

候補者の選定後、議会の議決（令和7年1月を予定）を経て指定管理者として指定します。

なお、議決が得られない場合は、指定管理者として指定されません。その場合、市は一切の

損害賠償責任を負いません。 
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10．協定に関する事項 

（１）基本的な考え方 

議会の議決後に、指定管理者に指定し、協定を締結するものとします。 

協定の内容は、特別の理由があるときを除き指定期間中は改定しないものとします。 

（２）協定内容 

①施設の管理に関する事項 

②市が支払うべき施設の管理に要する費用に関する事項 

③指定管理者が施設の管理により保有することとなる個人情報に関する事項 

④指定管理者が施設の管理により保有することとなる情報の公開に関する事項 

⑤地方自治法第２４４条の２第７項に規定する事業報告書に記載すべき事項及び当該報告

書に添付する書類 

⑥地方自治法第２４４条の２第１１項に規定する指定管理者の指定の取り消し及び期間を

定めた管理の業務の全部又は一部の停止に関する事項 

⑦その他特に必要があると認められる事項 

 

11．その他 

（１）事業の継続が困難となった場合の措置 

指定管理者は、業務の継続が困難となった場合、又はそのおそれが生じた場合は、速やか

に市に報告すること。その場合の措置については次のとおりとします。 

①指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難となった場合、又はそのお

それが生じた場合には、市は指定管理者に対して改善勧告等の指示を行い、期間を定めて

改善策の提出及び実施を求めることができることとします。この場合、指定管理者がその

期間内に改善することができなかった場合等には、市は、指定管理者の指定の取り消し、

又は業務の全部又は一部の停止を命じることができます。 

②指定が取り消された場合等の賠償 

上記①により、指定が取り消され、又は業務の全部もしくは一部が停止された場合、指

定管理者は市に損害を賠償するものとします。 

③当事者の責めに帰すべき事由によらない場合 

不可抗力等、市及び指定管理者双方の責めに帰すことができない事由により、業務の継

続が困難となった場合は、市と指定管理者は、事業継続の可否等について協議するものと

します。継続が困難と判断した場合、市は指定管理者の指定の取り消し、又は業務の全部

もしくは一部の停止を命じることができるものとします。 

④協定書の解釈に疑義が生じた場合又は協定書に定めのない事項が生じた場合の措置 

市と指定管理者は、誠意をもって協議するものとします。 
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（２）業務の引継 

現在の指定管理者から業務を引き継ぐ場合又は指定期間の終了若しくは指定の取消しによ

り、次期指定管理者に業務を引き継ぐ場合は、円滑な引継ぎに協力して下さい。 

なお、引継ぎにあたって生じる費用は、各指定管理者の負担とします。 

（３）利用料金について 

利用料金は、原則として利用の日に施設を管理している指定管理者の収入とします。なお、

指定管理者が交代した場合であって交代前に利用者が利用料金を前納していれば、交代前の指

定管理者は、前納された利用料金を交代後の指定管理者に引き継ぐことになります。 

※ 葬祭場及び安置室の「午後 4 時から翌日の午後 4 時まで」の利用単位においては、当該

利用の初日に施設を管理している指定管理者の収入とします。 


